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11 月は「過労死等防止啓発月間」です 

～ 過重労働解消キャンペーンを実施  ～ 

 

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために

シンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推

進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、

関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。 
石川労働局（局長 𠮷田 研一）においても、月間中に、県民への周知・啓発を目的

に、「過重労働解消キャンペーン」として、過労死等につながる過重労働や悪質な賃金

不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導やセミナー等の開催、石川労働局長によ

るベストプラクティス企業への職場訪問などの取組を行います。 
 

「過労死等」とは…業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡、

若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による 
死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 

【取組概要】 
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「過重労働解消キャンペーン」の実施（別添１参照） 

専用ＷＥＢサイト  過重労働解消キャンペーン   検索  

（１）労使の主体的な取組を促します 
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合等に対しキャンペーンへの協力要請を

行いました。また、県内の地方公共団体にもキャンペーンの周知について協力要請を行いま

した。 

 

（２）労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 
石川労働局長が、長時間労働削減や年次有給休暇の取得促進に向けて積極的に取り組んでい

る下記の企業を訪問し、企業幹部と面談の上、取組事例について情報収集等を行います。（詳

細は別途プレスリリースします。） 

 訪問日時：令和３年11月 22日（月）10:00～（1時間程度） 

 訪 問 先：賀谷セロファン株式会社（所在地：白山市横江町1214-4） 



 
 

 

 

 

（３）重点監督を実施します 

   長時間の過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や、若者の「使い

捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。 

 

（４）過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します 

10 月 31 日（日）から 11 月６日（土）を過重労働相談受付集中週間とし、労働局・労働

基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情

報を積極的に受け付けます。また11月６日（土）を特別労働相談受付日とし、「過重労働解

消相談ダイヤル」（無料）を全国一斉に実施し、過重労働をはじめとした労働条件全般にわた

り、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。 

   ≪過重労働解消相談ダイヤル≫ 

   電 話 番 号：０１２０－７ ９ ４
なくしましょう

－ ７ １ ３
 長い残業

  

実 施 日 時：令和３年11月６日（土）9：00～17：00 

  

 

※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、常時相談や情報提供を受け付けています。 

   ア 都道府県労働局又は労働基準監督署（開庁時間 平日8：30～17：15） 

   イ 労働条件相談ほっとライン（委託事業） 

      平日夜間・土日に、労働条件に関して、無料で相談を受け付けています。 

      ０１２０－８１１
は い ！

－６１０
ろ う ど う

  

       （相談受付時間：月～金17：00～22:00、土日・祝日９：00～21：00） 

  ウ 労働基準関係情報メール窓口 

労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受け付けています。  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/  

mail_madoguchi.html 

 

 

（５）「過重労働解消のためのセミナー」を開催します（別添２参照） 

    企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10 月から 12 月を中心

に全国でオンラインにより、「過重労働解消のためのセミナー」（委託事業）を開催します。    

（無料でどなたでも参加できます。） 

    専用ホームページＵＲＬ： https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajuuroudou.html 

    

 

 

別添１：「過重労働解消キャンペーン」リーフレット 

 

別添２：「過重労働解消のためのセミナー」リーフレット 

過重労働解消セミナー 令和３年   検索 

 労働基準 メール窓口   検索  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajuuroudou.html
https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajuuroudou.html


sakamotoc
フリーテキスト
 別添１





sakamotoc
フリーテキスト
 別添２






